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今回のテーマ：始業時刻より早く来たら労働時間なの？！ 

Ｑ．始業時刻より早く出社してくる社員がいます。少しくらいならいいのですが、始業時刻

より１時間も早く会社に来ています。本人としては、交通渋滞の回避が目的らしく、早く

出社してきてコーヒーなどを飲みながら新聞を読んでいます。問題ないのでしょうか？ 

 

Ａ. このケースに関しては、厚生労働省が作成しているリーフレットにおいて、見解が示さ

れています。それによると「交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等

の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従

事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。」と

あります。 

よって、今回の場合は、少なくとも労働時間には該当せず時間外労働の問題はないとい

うことが出来ます。ただ、始業時刻より著しく早く出社してくる場合など、交通混雑の回

避等を勘案しても社会通念に照らし合わせて、あまりにも早く出社しているような場合は、

本人に注意をすることも大切と思われます。 

 なお、早く出社して実際に仕事がある場合は、労働時間として認定されることが考えら

れますので注意してください。 

早く出社したからといって、労働時間とは限らない！ 
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執筆者プロフィール 

滋賀県内外約４００社の企業を指導する中で培った人事労務の実務経験をベースにした

セミナーは分かりやすく、実践的であると大好評。最近では、「マイナンバーセミナー」に

て新聞・テレビなど、多くのマスコミの取材を受ける。セミナーはもちろん、雑誌への執筆

なども積極的に行っている。 

日本経営協会、商工会議所、商工会、大学などで、年間約８０回以上のセミナーを行う。 

 労務相談はお気軽に協会までご連絡ください！  
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